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構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体 

行田市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

「古代蓮の里ぎょうだ」のびのび英語教育特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

行田市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

行田市は、利根川と荒川の二大河川を擁した肥沃な土地に恵まれ、古くから人の営みが見ら

れ、国宝「金錯銘（きんさくめい）鉄剣」が出土した埼玉古墳群が物語るように、古代から政

治、文化の中心であり、埼玉県名発祥の地と言われている。 

中世には忍城が築城され、江戸時代は忍藩十万石の城下町として、さらには足袋の産地とし

て全国にその名が知られるなど、常に県北における産業、経済、文化の中心的な役割を果たし

ながら発展を続けてきた。 

また、市の東部にある「古代蓮の里」は、行田市の天然記念物である行田蓮（古代蓮）をシ

ンボルとした公園で、１４００～３０００年ほど前から地中に眠っていった行田蓮の種が、自

然に発芽して開花したことを記念して、平成１３年に全面オープンした。花蓮の開花時期（６

月中旬～８月中旬）には約１０万株、４１種類の花が咲き誇り、訪れる観光客を楽しませてい

る。 

本市は、「ふるさと行田輝きプラン（第４次総合振興計画）」を策定し、平成１３年度から

平成２２年度までの基本構想、基本計画のもと「水と緑 個性あふれる文化都市」をめざして、

様々な施策を行っている。また、平成１３年４月には、行田市前谷（まえや）に「ものつくり

大学」が開学し、大学を核とした文化都市構想も積極的に推進している。 

教育分野では、個性ある義務教育の推進をめざし、子どもたちが個性を生かしながら自分の

将来を見据えて生きていくことのできる力を身に付けられるよう、一人一人の能力、適性に応

じた教育内容の充実を図るとともに、地域とふれあう、開かれた学校づくりを進めている。教

育委員会では、特色ある学校づくりを財政面から支援するために「スクール・ルネサンス」事

業を展開し、各学校が芸術鑑賞会や体験的学習等を実施する上での支援を行っている。 

また、平成１６年度からは、新たな施策として、構造改革特区（浮き城のまち人づくり教育

特区）の認定を受け、本市独自の財源措置により市費負担教職員を任用することにより、小・

中学校のそれぞれの学校段階の始期である小学校１・２学年及び中学校１学年において３０人
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以下学級の、中学校２・３学年において３４人以下学級の学級編制を実施し、子ども達一人一

人の能力・適性に応じたきめ細かな教育を推進している。 

国際交流の分野では、本市の中学生を夏季休業中に海外に派遣し、現地の学校との国際交流

やホームステイ等を通して、国際感覚を育成する「中学生海外派遣研修事業」が、平成１７年

度で１５回目を迎えた。 

平成１６年９月１日現在、本市にはおよそ１，６００名の外国人が居住しており、多くは工

業団地の労働者として地元産業を支えている。小・中学校においても外国籍の児童・生徒数は

年々増加しており、国籍も言語も多様化している。これらの子ども達を支援するため、市内小

・中学校には日本語指導加配教員が４名在籍し、児童・生徒の日本語力に応じて日本語指導ボ

ランティアを派遣している。 

このような状況を踏まえ、本市では、英語指導助手（ＡＥＴ）を、平成元年度から市内中学

校に、平成１４年度からは小学校にも派遣し、児童がネイティブスピーカーと触れ合える機会

を拡充しているところである。 

また、平成１８年１月より編入合併する旧南河原村の区域についても、当該構造改革特別区

域の範囲とするものである。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

今日、国際化が急速に進展する中で、国際社会に生きているという自覚と、広い視野を持ち、

国を超えて相互に理解し合うことは、ますます重要になってきている。また、我が国にあって

は、今後一層国際社会に対して物的な面だけでなく人的にも貢献していくことが求められてい

る。国際社会において、世界情勢や歴史的背景などを理解し、相手の立場を尊重しつつ、自分

の考えや意思を正しく伝える能力を育成することが極めて大切なこととなってきた。そのため

に、世界の共通語とも言われる英語を用いたコミュニケーション能力の育成が求められている

ところである。 

平成１５年３月に文部科学省は、「英語が使える日本人」育成のための行動計画において、

中・高等学校を卒業したら英語でコミュニケーションができることを目標として示した。また、

現行の学習指導要領から、中学校における外国語が選択科目から必修科目になり、学校教育に

おいて外国語教育重視の方針が示されたところである。 

本市においても、英語教育の重要性に鑑み、ネイティブの英語指導助手（ＡＥＴ）制度を早

くから導入し、平成元年度から市立中学校にＡＥＴを配置した。当初２名で始まったＡＥＴ制

度も、できるだけ多くの場面、多くの時間、子ども達に英語に触れさせようという考えのもと

に、増員を重ね、平成１５年度は６名、１６年度は８名を雇用し、平均して、市立中学校には

２校に１名、市立小学校には３校に１名のＡＥＴを派遣することになり、日常的に児童生徒が

英語に接する環境が整備されつつある。１７年度は１１名のＡＥＴを小・中２２校に、合併後

以降は、１２名のＡＥＴを小・中２４校に配置する。１７年度以降は、小学校でも２校に１名

の割合でＡＥＴを配置し、義務教育終了後の時点で行田の子ども達が、英語によるコミュニケ
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ーション能力の基礎を身に付け、自分の考えを英語で話したり、身の回りのことを英語で紹介

できるなど、国際社会の一員としての役割を果たせる力を付けさせたい。 

平成１６年度、市内の小学校では、総合的な学習の時間における国際理解教育の一環として、

全校で「英語活動」を推進しているところである。特に６校の「英語活動推進校」を指定し、

英語活動のカリキュラム、指導法、教材・教具、教員研修等の様々な課題について研究した。 

しかしながら、総合的な学習の時間の中での英語活動は、あくまで国際理解教育の一環であ

り、「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資

質や能力を育てること」や「学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探求活動に主体

的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること」をね

らいとしたものである。これまで各小学校で行われていた総合的な学習の時間の範囲内での

「英語活動」は、本市のねらいとする、「英語で表現することを体験的に学び、英語で自分の

考えや気持ちを進んで表現する」など、英語によるコミュニケーション能力の育成を目的とし

たものとは、必ずしも言い難い面がある。 

そこで、規制の特例措置の認定を受けることにより、全市的に小学校のカリキュラムの中に

「英語活動」を位置づけ、学級担任とネイティブのＡＥＴとのティームティーチングにより、

英語や外国の文化・生活に慣れ親しむ環境づくりを推進し、英語によるコミュニケーション能

力を育み、小学校段階から子ども達を国際交流の担い手として育成する。 

さらに、市民の中から英語に堪能な者を「のびのび英語ボランティア」として公募し、各学

校の実態に応じて必要な学校に派遣する。「のびのび英語ボランティア」は、担任と英語指導

助手（ＡＥＴ）の仲立ちをし、教材づくりや授業の準備の補助、授業の補助等を行うものであ

る。 

また、「のびのび英語ボランティア」や英語指導助手（ＡＥＴ）を活用して、土・日曜日や

長期休業中に、市公民館等を利用して、希望する児童・生徒、市民、教員に「英語広場（仮称）」

を実施し、地域社会でも英語についての関心を高めていく。 

これらの取組を通して、保護者や市民の英語への関心が高まり、本市の国際交流活動や地域

の活性化を図っていきたい。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

行田市では、「国際社会に貢献できる人材の育成」を大きな目標とし、次代を担う子ども達

に早期に英語に慣れ親しませ、豊かな国際感覚と英語によるコミュニケーション能力を身に付

けた国際人の育成を目指す。 

具体的には、「初歩的な英語活動を体験することや外国の人との触れ合いなどを通して、外

国の言語や文化に対する興味や関心、親しみを持たせ、よき国際人としての素地を養うととも

に、英語で初歩的なコミュニケーションを図る活動の楽しさを味わわせ、進んで英語活動をし

ようとする態度の育成を図る。」ことを目標とする。 

さらに、次の４点ができるような児童を育成していく。 
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① 英語で初歩的なコミュニケーションを図ることに興味や関心を持ち、進んで英語活動を

行う。 

② 身近な生活に関して、初歩的な英語で表現することを体験的に学び、英語で自分の考え

や気持ちを進んで表現する楽しさを味わう。 

③ 身近な生活に関する初歩的な英語の単語や英語でのコミュニケーションの仕方を体験

的に理解し、英語活動に親しみを持つ。 

④ 英語活動を体験することや外国の人との触れ合いなどを通して、外国や自分の国の言語

や文化に興味、関心親しみを持ち、進んでそれらのことを調べようとする態度を養う。 

このような児童を育成するために、規制の特例措置を活用することにより、特区認定後は市

内小学校全校の第３学年以上の全学級で毎週１時間、年間３５時間の英語活動を実施する。小

学校１・２学年については、月に１時間、年間１０時間の英語活動を行う。この時間は、標準

総授業時間数を超えた時間を充てるものとする。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

（１）国際的な視野と英語でのコミュニケーション能力をもつ人材の育成 

小学校からのびのびと英語を学んだ子ども達は、英語に対しての興味・関心を持って中学

校に進学し、義務教育終了段階では、挨拶を始め身の回りの出来事について簡単な英語でコ

ミュニケーションを行うとともに、自分の思いを積極的に発信できる効果も期待できる。 

また、人としての基礎を培う時期に外国人（ＡＥＴ）と出会い、ふれ合う直接体験を重ね

ることは、自分たちとは異なった文化を持つ異文化との出会いとして意義深いものがある。

これらの相乗効果により、ゆくゆくは国際的な視野と英語でのコミュニケーション能力を持

つ人材の育成が期待できる。 

実施初年度は、児童に小学校修了段階で児童英検銅メダル（３級程度）程度の実力を付ける。

平成２０年度以降は、児童に小学校修了段階で児童英検金メダル（１級程度）程度の実力を付

ける。 

 

（２）英語を通しての地域社会の活性化 

小学校における英語活動を推進していくことにより、保護者の間で英語についての興味・

関心が高まることが期待できる。また、平成１７年度以降、市民の中から「のびのび英語ボ

ランティア」を公募し、各学校の実態に応じて派遣する。さらに、「のびのび英語ボランテ

ィア」や英語指導助手（ＡＥＴ）を活用して、土・日曜日や長期休業中に、市公民館等を利

用して、希望する児童・生徒、市民、教員に「英語広場（仮称）」を実施し、地域社会でも

英語についての関心を高めていく。これらの取組を通して、新しいコミュニティーの形成や、

人々のネットワーク化が図られ、地域社会の活性化が期待できる。 

 

（３）国際的な人的交流の促進 
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英語指導助手（ＡＥＴ）の雇用などの本特区事業に関わる直接的な雇用はもちろんのこと、

英語を通しての地域社会の活性化の波及効果として、今後、一層外国人を受け入れることが 

できる環境整備が整えば、外国からの観光客の増加や国際交流事業の開催などが期待でき

る。 

さらに、本市のホームページに、さきたま古墳群や古代蓮公園などの観光名所や物産等を

英語表記で公開し、国内在住の外国人のみならず外国へも本市の魅力をＰＲしていくことに

よって、国際的な人的交流が促進されるものと考える。 

 

８ 特定事業の名称 

８０２ 構造改革特別区域研究開発学校設置事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施又はその実施を促進しようとする特定事業に関する

事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

（１）英語指導助手（ＡＥＴ）派遣事業 

本市では、市内の全小学校・中学校に英語指導助手（ＡＥＴ）を派遣している。平成１

６年度は、小学校に５名、中学校に３名、計８名のＡＥＴを派遣している。これは、小学

校には３校に１名、中学校には２校に１名の割合である。１７年度は１１名、１８年１月

の合併以降は１２名のＡＥＴを招致し、小・中学校ともに２校に１名の割合で派遣してゆ

く。 

本事業によって、市内全小学校の３学年以上は各学級に週１時間、１・２学年は各学級

に月１時間、ＡＥＴを派遣できるようになる。 

 

（２）のびのび英語ボランティア事業 

小学校における英語活動を円滑に推進していくために、平成１７年度以降、市民の中か

ら英語に堪能な者を「のびのび英語ボランティア」として公募し、各学校の実態に応じて

派遣する。「のびのび英語ボランティア」は担任と英語指導助手（ＡＥＴ）の仲立ちをし、

教材づくりや授業の準備の補助や、英語活動授業の補助を行う。 

 

（３）英語広場（仮称）事業 

平成１７年度以降、英語指導助手（ＡＥＴ）や「のびのび英語ボランティア」を活用し

て、土・日曜日や長期休業中に、市公民館等を利用して、希望する児童・生徒、市民、教

員に「英語広場（仮称）」を実施し、市民の英語についての関心を高め、国際的視野を持

つ市民の育成を推進する。 

 

（４）英語活動推進委員会の開催 

平成１５年度に、英語活動の準備のために英語活動推進校６校の代表者により、「英語
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に親しむ活動推進委員会」を発足した。１６年度は、推進校を主体として全小学校の代表

者からなる「英語活動推進委員会」を組織し、カリキュラムや指導組織体制、指導方法に

関することなど幅広く実践研究を進める。当該委員会は、次年度以降も継続して実施して

いく。 

＜英語活動推進校＞ 

行田市立中央小学校 

行田市立南小学校 

行田市立北河原小学校 

行田市立星宮小学校 

行田市立太田西小学校 

行田市立桜ヶ丘小学校 

 

（５）教員のための英語活動研修事業 

英語活動授業の質を向上させるために、市教育委員会及び英語活動推進委員会を主体と

した研修講座を実施している。平成１６年度は、夏冬の長期休業中に各１回、６校の推進

校を会場とする授業研究会を１０回実施した。 

１７年度以降は、市内全域における英語活動の実施を迎え、推進校の担当者等を中心に

市内全小学校教諭を対象に研修を行う。 

 

（６）中学生海外派遣研修事業 

本市の中学生を夏季休業中に海外に派遣し、現地の学校との国際交流やホームステイ等

を通して、国際感覚を育成する「中学生海外派遣事業」を実施している。平成１７年度で

１５回を数えた。 

 

（７）日本語ボランティア派遣事業 

日本語が話せない外国人児童・生徒が進学してきた際に、学校の要請により、日本語指

導ボランティア団体の協力のもと、対象の子どもに日本語を指導する日本語指導ボランテ

ィアを派遣している。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

８０２ 構造改革特別地域研究開発学校設置事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

行田市の全市立小学校 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

平成１７年４月１日 

 

４ 特定事業の内容 

本市の小学校では、これまで総合的な学習の時間に英語活動を実施してきたが、これは国際

理解教育の一環として、各学校が独自に、総合的な学習の時間の趣旨やねらいに即した活動を

実践してきたものである。そのために、英語によるコミュニケーション能力の育成を目標とし

た指導や評価を行うことはできなかった。この点を改善し、児童の適正や発達段階に応じなが

ら、英語に親しみ、英語によるコミュニケーション能力の育成を図るために、本市の目指す英

語教育を推進していきたいと考えた。 

特区認定後は、小学校に「英語活動」を導入し、市内の全市立小学校において英語教育を実

施する。 

本市教育委員会では、平成１６年度より市内６校を英語活動推進校に指定し、カリキュラム

の作成や教材づくり等を先導的に行ってきた。平成１７年度は市内全校の第３学年以上の全学

級で毎週１時間、年間３５時間の英語活動を実施する。小学校１・２学年については、月１時

間、年間１０時間を「英語活動」に充てる。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１）取組の期間等 

平成１７年度から事業を開始し、平成２０年度までに本取組の評価を行い、改善を図っ

ていく。 

 

（２）教育課程の基準によらない部分 

① 小学校の教育課程に「英語活動」を導入する。 

② 小学校３年生から６年生については、総合的な学習の時間から年間３５時間を「英語活

動」に充てる。そのため、総合的な学習の時間を３５時間削減する。 

③ 小学校１・２年生については、月１時間、年間１０時間「英語活動」を実施するが、こ 
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の時間は各教科等の標準総授業時間数を超えた時間を充てるものとする。 

 

＜現行の教育課程＞ 

各 教 科 の 授 業 時 数 

区 分 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画

工作

家庭 体育

 

道徳

特別

活動 

総合 

的な

学習 

総授

業時

数 

第１学年  272   114   102   68   68    90   34   34    782 

第２学年  280   155   105   70   70    90   35   35    840 

第３学年  235   70  150   70    60   60    90   35   35  105   910 

第４学年  235   85  150   90    60   60    90   35   35  105   945 

第５学年  180   90  150   95    50   50   60   90   35   35  110   945 

第６学年  175  100  150   95    50   50   55   90   35   35  110   945 
 

↓ 
 

＜特区認定後の教育課程＞ 

各 教 科 の 授 業 時 数 
 

区 分 
国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画

工作

家庭 体育 道徳
特別

活動 

総合 

的な

学習 

英語

活動 

総授

業時

数 

第１学年  272   114   102   68   68    90   34   34  １０   792

第２学年  280   155   105   70   70    90   35   35  １０   850

第３学年  235   70  150   70    60   60    90   35   35 ７０ ３５   910

第４学年  235   85  150   90    60   60    90   35   35 ７０ ３５   945

第５学年  180   90  150   95    50   50   60   90   35   35 ７５ ３５   945

第６学年  175  100  150   95    50   50   55   90   35   35 ７５ ３５   945

 

（３）要件適合性を認めた根拠 

① 英語によるコミュニケーション能力の育成は、国際社会に生きる日本人としての自覚と

人格の形成、個性豊かな文化の創造を目指しており、教育基本法に規定する「人格の完成

をめざし」かつ「平和的な国家及び社会の形成者として」ふさわしい資質を備えた国民を

育成するという第１条（教育の目的）にも合致している。 

② 小学校３学年から６学年において、総合的な学習の時間を３５時間削減するに当たって

市内小学校の指導内容を検討したところ、総合的な学習の時間における「学び方学習」や

「郷土を調べる学習」など小・中の連携が図れる分野を見通して内容を焦点化することで、

そのねらいは十分に達することができると考える。今年度、市内小学校の教育課程検討委
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員会「総合的な学習の時間部会」では、すでに７０時間程度のモデル案を作成済みであり、

各学校では次年度に向けて準備を進めているところである。 

③ 小学校１・２学年においても、英語活動を月１時間、年間１０時間程度実施するが、こ

の時間は各教科等の標準総授業時間数を超えた時間を充てるものとする。 

 

（４）計画初年度の教育課程の内容等 

① 本市が目指す英語活動のねらい 

小学校では、英語に触れ、親しみ、慣れ、簡単な英語を使って積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を育てることを目標に、学年の発達段階に応じて指導計画を作

成する。平成１６年度に先行研究をしている英語活動推進校（６校）の実践や指導計画

を踏まえ、各校の地域の特色を生かした学習ができるように、各校において作成してい

く。その際、平成２０年度を目途に第１学年から第６学年までの指導計画等を、市内１

６の小学校において整備する。 

また、本市では、英語活動を学級担任と英語指導助手（ＡＥＴ）とのティームティーチ

ングで行うために、ＡＥＴとの体験的な学習を通して、英語や外国文化への興味・関心

を高められるよう指導計画を工夫する。 

 

【指導計画全体目標】 

初歩的な英語活動を体験することや外国の人との触れ合いなどを通して、外国の言 

語や文化に対する興味や関心、親しみを持たせ、よき国際人としての素地を養うとと 

もに、英語で初歩的なコミュニケーションを図る活動の楽しさを味わわせ、進んで英 

語活動をしようとする態度の育成を図る。 

英語活動に向けての

意欲 

英語で表現すること

の楽しさ 

英語活動を通しての体

験的な理解 

外国の言語・文化への

関心 

英語で初歩的なコ

ミュニケーションを

図ることに興味や関

心を持ち、進んで英

語活動をする。 

身近な生活に関し

て、初歩的な英語で表

現することを体験的

に学び、英語で自分の

考えや気持ちを進ん

で表現する楽しさを

味わう。 

身近な生活に関する

初歩的な英語の単語や

英語でのコミュニケー

ションの仕方を体験的

に理解し、英語活動に

親しみを持つ。 

英語活動を体験的に

学習することや、外国

の人との触れ合いなど

を通して、外国や自分

の国の言語や文化に興

味や関心、親しみを持

ち、進んでそれらのこ

とを調べようとする態

度を養う。 

 

【各学年の目標及び主な題材】 
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 各 学 年 の 目 標 題   材 

第
１
・
２
学
年 

「英語にふれる」 

○歌、チャンツ、ゲームなどの活動を通して、英語の

リズム、イントネーションを体で感じ取り、楽しく

英語にふれる。 

○英語をよく聞き、大きな声でまねる。 

○外国人（英語指導助手）とかかわり、外国のことに

興味・関心を持つ。 

・あいさつ・からだ・学校生活

（座りましょう）・色・アクシ

ョン（ウサギのようにとぶ）・

数（１～１０）・食べ物・家庭

生活・乗り物・買い物・異文化

交流 

第
３
・
４
学
年 

「英語に親しむ」 

○歌、チャンツ、ゲームなどの活動を通して、英語の

リズム、イントネーションを体で感じ取り、基本的

な英語表現に親しむ。 

○英語であいさつしたり、簡単な英語の質問に進んで

答えようとする。 

○外国人（英語指導助手）とかかわり、外国の言葉や

文化に興味・関心を持つ。 

・あいさつ・時刻・国・天気・

学校生活・公園・色・衣服・ア

ルファベット・アクション・趣

味・おもちゃ・数（１～２０）

・家族・食べ物・言葉遊び・職

業・乗り物・店・買い物・異文

化交流 

第
５
・
６
学
年 

「英語に慣れる」 

○日常の生活場面に応じた英語表現を聞いたり、話し

たりする活動を通して英語に慣れる。 

○相手の話を聞き、自分や学校のことを簡単な英語で

伝えようとする。 

○英語を使って、進んで外国人（英語指導助手）とコ

ミュニケーションを図ろうとする。 

・あいさつ・時刻・国・からだ

・学校生活・公園・色・衣服・

アルファベット・アクション・

趣味・おもちゃ・数（１～１０

０、計算）・家族・食べ物（料

理）・言葉遊び・職業・乗り物

・買い物（６つのお店）・異文

化交流 

 

② カリキュラムの作成 

学年の発達段階を踏まえ、英語活動カリキュラムを作成する。平成１６年度は、市内推

進校６校を母体とした「英語活動推進委員会」を組織し、実際に英語活動に取り組み、実

践的なカリキュラムの研究を行う。１６年度中にモデル案を作成し、市内全小学校でこの

モデル案を検討し、１７年度にカリキュラムを編成する。さらに、作成したカリキュラム

の妥当性について、実践を通して２０年度を目途に検証し、よりよいものを目指していく。 

 

③ 評価 

評価は、本市の英語活動の指導計画全体目標及び各学年の目標に基づき評価規準を定

め、適切に評価を行っていく。 

【評価規準】 
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ア．英語活動への関心・意欲・態度 

イ．コミュニケーションの能力 

ウ．外国の言語・文化への関心・理解 

上記ア～ウを基に、児童の学習活動における活動状況から、目標への達成状況や努力し

ているところを積極的に評価するとともに、学習意欲を高めたり、目標意識をもって学習

ができるように配慮する。評価は、学級担任が英語指導助手（ＡＥＴ）の協力を得て行う

ものとする。 

評価については、英語活動推進委員会において平成２０年度を目途に効果的な評価のあ

り方、評価方法について研究を行っていく。 

通知票への評価の記入は、当分の間、通知票に英語活動の欄を設けて学期ごとに文章記

述による評価を行う。記入にあたっては、児童の意欲・関心・態度を中心に、児童の学習

活動における活動状況から、優れたところ、伸びたところ、努力しているところ、改善で

きたところ等の達成状況を積極的に評価し、目標意識をもって学習ができるように配慮す

る。指導要録についても、通知票に準拠して英語活動の欄を設けて評価を行う。 

 

④ 英語指導助手（ＡＥＴ）とのティームティーチングの充実 

学級担任の他に、英語活動すべての時間に、ネイティブの英語指導助手（ＡＥＴ）との

ティームティーチングが行えるように、市が外国人を雇用し各学校へ措置する。平成１６

年度は８名のＡＥＴであったが、１７年度以降は１１名に、１８年１月の合併後は１２名

に増員し、小学校１６校に専属のＡＥＴを８名派遣できるようにする。 

 

⑤ 教材・教具 

平成１６年度に先行研究をしている英語活動推進校において、教材・教具の準備を進め

ている。いわゆる「教科書」に相当するものは使用せず、推進校による自作教材の他に、

絵本、紙芝居、フラッシュカード類を収集、整備している。著作権のない市内小学校の自

作教材については、他校でも使用できるように積極的に活用していく。 

 

⑥ 小学校教員の研修の充実 

ア 市教育委員会を中心に、英語指導助手（ＡＥＴ）と共同して、英会話習得のための

実践研修や指導法の研修を定期的に実施する。平成１６年度は長期休業中（夏休み・

冬休み）における全体研修及び推進校における授業公開等を実践している。 

イ 各学校においては、英語指導助手（ＡＥＴ）との実践研修や指導案の作成、英語活

動担当者を中心とした研修及び外部講師を招いての研修など校内研修の充実を図る。 

平成１７年度以降は、市教育委員会で英語活動指導員を委嘱し、各学校の研修に寄与

していく。 

⑦ 英語指導助手（ＡＥＴ）対象の研修の充実 
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市教育委員会を中心に、英語指導助手（ＡＥＴ）の研修会を毎月１回実施し、教材の開

発並びに英語教育、学校生活に関する情報交換、服務についての研修等を行い、資質を向

上させ、学校での授業に生かす。 

 

⑧ 市外からの転校生への対応 

小学校で市外から転校生が転入してきた際は、該当学校及び学年の英語活動の推進状況

等を考慮し、学校（担任又は担当教師）、英語指導助手、「のびのび英語ボランティア」

等により補充を行い適切に対応していく。 

 

（５）市民との交流 

小学校における英語活動を円滑に推進していくために、平成１７年度以降、市民の中か

ら英語に堪能な者を「のびのび英語ボランティア」として公募し、各学校の実態に応じて

派遣する。 

また、英語指導助手（ＡＥＴ）やボランティアを活用して、土・日曜日や長期休業中に、

市公民館等を利用して、希望する児童・生徒、市民、教員に「英語広場（仮称）」を実施

する。地域社会でも英語についての関心を高めていく。 


